
 

世田谷区介護人材採用活動経費助成金交付要綱 

 

令和元年６月28日31世高福第283号 

改正 令和２年３月５日31世高福第1191号 

改正 令和３年３月１日2世高福第1440号 

改正   令和３年１０月２１日3世高福第817号 

改正   令和４年４月１日4世高福第295号 

改正   令和５年４月１日５世高福第186号 

 改正  令和６年３月７日５世高福第1108号 

（通則） 

第１条 区内における介護サービスに従事する人材を確保するため、その確保を目的とし

た活動に対する世田谷区介護人材採用活動経費助成金（以下「助成金」という。）を交

付し、その交付については、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例（昭和58年

３月世田谷区条例第18号）及び社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団に対する助成の手

続に関する条例（平成６年９月世田谷区条例第36号）並びに社会福祉法人に対する助成

の手続に関する条例施行規則（昭和58年４月世田谷区規則第21号。以下「社福施行規則」

という。）、社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団に対する助成の手続に関する条例施

行規則（平成６年９月規則第108号。以下「事業団施行規則」という。）及び世田谷区補

助金交付規則（昭和57年５月世田谷区規則第38号）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

（助成金の交付） 

第２条 助成金は、別表に掲げる施設及びサービスに係る事業所に勤務する介護人材の採

用活動を実施する場合に交付する。 

（対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、区内において別表に掲げる施設及びサ

ービスに係る事業所を運営する者とする。 

（交付額） 

第４条 助成金の交付額は、介護人材の採用活動に係る次に掲げる事業（以下「助成事業」

という。）に要する経費の実支出額の合計額とし、１法人当たりの助成上限額は、別表に

定める全体の上限額（複数の介護サービスを運営している場合は、採用活動を実施した、

当該運営する介護サービスの種類に係る助成上限額のうち高い方の額）とする。ただし、

全体の上限額のうち、第１号に掲げる事業に要する経費の助成上限額は、別表に定めるグ

ループＡ上限額とする。   



 

（１）グループＡ 

求人誌又は求人情報サイトへの掲載 

（２）グループＢ 

ア 採用パンフレット等の作成 

イ 自法人のホームページの求人情報ページに係る構築及び改修の委託 

ウ 採用ＰＲ動画の作成委託 

エ 就職説明会等の会場の使用 

オ 採用活動に関する勉強会、セミナー等への参加及びコンサルティング業務の委 

 託 

カ 採用活動に関する出張 

キ アからカまでに掲げるもののほか、区長が相当と認めたもの 

２ 助成金の交付の対象となる法人が、前項各号に掲げる事業に要する経費について、国

若しくは東京都の助成金又はこれらに類するもの（以下「助成金等」という。）の交付を

受けるときは、当該助成金等の額を当該経費の支出額から控除するものとする。 

３ 第１項第２号に掲げる事業に要する経費の助成上限額は、別表に定める全体の上限額

から、同項第１号に掲げる事業に要する経費の助成金申請額を控除した額とする。 

４ 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 

（交付申請） 

第５条 区長は、助成金の交付を受けようとする法人に、世田谷区介護人材採用活動経費

助成金交付申請書（第１号様式）に採用活動計画書（第２号様式）及び次に掲げる書類を

添付して助成金の交付の申請をさせなければならない。 

(１) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書 

(２) 申請をした法人が営む事業を確認することができる書類 

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定及び通知） 

第６条 区長は、前条の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、助成金の交

付を決定したときはその旨及びこれに付けた条件を、不交付を決定したときはその旨を、

それぞれ世田谷区介護人材採用活動経費助成金交付可否決定通知書（第３号様式）により

速やかに当該申請をした法人に通知しなければならない。 

２ 区長は、助成金の交付が暴力団（世田谷区暴力団排除活動推進条例（平成24年12月世



 

田谷区条例第55号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の組織としての

活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、

助成金の交付を決定してはならない。 

（助成事業の変更等の承認） 

第７条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた法人（以下「助成法人」

という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業完了月の初日までに、あらかじ

め世田谷区介護人材採用活動経費助成事業変更・中止・廃止承認申請書（第４号様式）に

よりその承認に係る申請をさせなければならない。ただし、第１号に掲げる事項のうち軽

微なものについては、この限りでない。 

(１) 助成事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。 

(２) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成事業の変更又は中止若

しくは廃止を承認したときは、その旨を世田谷区介護人材採用活動経費助成事業変更・中

止・廃止承認書（第５号様式）により、当該申請をした助成法人に通知するものとする。 

（事故報告） 

第８条 区長は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに助成法人に世田谷区介護人材採用活動経費助成事業事故報告書

（第６号様式）により報告させなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、当該報

告をした助成法人に書面により適切な指示をしなければならない。 

（状況報告） 

第９条 区長は、助成事業の進捗状況を的確に把握するため必要があるときは、助成法人

に助成事業の遂行の状況について報告させなければならない。 

（遂行命令等） 

第10条 区長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第２項の規定による調査、助

成法人が提出する報告書等により、当該助成法人の助成事業が助成金の交付の決定の内容

又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該助成法人にこれら

に従って当該助成事業を遂行すべきことを世田谷区介護人材採用活動経費助成事業遂行

命令通知書（第７号様式）により命じるものとする。 

２ 区長は、助成法人が前項の命令に違反したときは、当該助成事業の一時停止を当該助



 

成法人に世田谷区介護人材採用活動経費助成事業停止命令通知書（第８号様式）により命

じるものとする。 

（実績報告） 

第11条 区長は、助成事業が完了したとき（第７条第２項の規定により廃止の承認をした

ときを含む。）又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該完了の日

又は当該会計年度終了の日から14日以内に、助成法人に世田谷区介護人材採用活動経費助

成事業実績報告書（第９号様式。以下「実績報告書」という。）により助成事業の実績を

報告させなければならない。 

２ 区長は、前項に規定する場合で必要と認めるときは、助成法人に採用活動実績報告書

（第10号様式）により助成事業の実績を報告させなければならない。 

３ 区長は、前２項の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、必要が

あると認めたときは、その報告に係る助成事業の成果が、助成金の交付の決定の内容及び

これに付けた条件（以下「決定内容等」という。）に適合するものであるかどうかを調査

しなければならない。 

（是正のための措置） 

第12条 区長は、前条第３項の規定による審査又は調査の結果、助成事業の成果が決定内

容等に適合しないと認めるときは、世田谷区介護人材採用活動経費助成事業是正命令通知

書（第11号様式）により当該助成事業を決定内容等に適合させるための措置をとるべきこ

とを命じるものとする。 

２ 区長は、前項の規定による命令により助成法人が必要な措置をした場合は、当該助成

法人にその結果を実績報告書により報告させなければならない。 

（助成金額の確定及び交付） 

第13条 区長は、前２条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容が決定内容

等に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、世田谷区介護人材採用活

動経費助成金交付額確定通知書（第12号様式）により、助成法人に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による通知をしたときは、世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付額確定通知書に記載する日までに、当該助成法人に関係書類を添えた世田谷区介護人

材採用活動経費助成金請求書（第13号様式）を提出させるものとする。 

３ 区長は、請求書の提出があったときは、当該請求書の内容を審査し、適正と認めたと

きは、当該請求書を提出した助成法人に確定した額の助成金を交付するものとする。 



 

（交付決定の取消し） 

第14条 区長は、助成法人が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すものとする。 

(１) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(２) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。 

(３) 助成事業の成果又は助成事業の事業費の実績額が第５条の規定による交付申請の

内容を著しく下回るとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、助成金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件、

規則に基づく命令又は法令に違反したとき。 

２ 前項各号に掲げる場合のほか、区長は、助成金の交付が暴力団の組織としての活動を

助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、助成

金の交付の決定の全部を取り消さなければならない。 

３ 区長は、前２項の規定による取消しをしたときは、当該助成法人に世田谷区介護人材

採用活動経費助成金交付決定取消通知書（第14号様式）によりその旨を速やかに通知しな

ければならない。 

（助成金の返還） 

第15条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、助成事業の当該取消しに

係る部分について、既に助成金が交付されているときは、助成法人に世田谷区介護人材採

用活動経費助成金交付決定取消通知書により、期限を定めて当該助成金の返還を命じなけ

ればならない。 

（違約加算金及び延滞金） 

第16条 区長は、前条の規定により助成金の返還を命じたとき（第14条第１項第３号の規

定に該当し、助成金の返還を命じたときを除く。）は、助成法人にその命令に係る助成金

の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき、年10.95パーセントの

割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 

２ 区長は、助成金の返還を命じた場合において、助成法人がこれを納期日までに納付し

なかった場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年

10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付させなけれ

ばならない。 



 

３ 前２項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間においても365日当りの割合と

する。 

（違約加算金の計算） 

第17条 前条第１項の規定により区長が違約加算金の納付を命じた場合において、当該助

成法人の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず

当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

（延滞金の計算） 

第18条 第16条第２項の規定により区長が延滞金の納付を命じた場合において、返還を命

じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る

延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額とする。 

（助成金の一時停止） 

第19条 区長は、この要綱又はこの要綱以外の要綱等に基づき交付されている助成金等の

返還を命じられた助成法人が、当該助成金等、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納

付しない場合において、この要綱に基づき交付すべき助成金があるときは、相当の限度に

おいてその交付を一時停止することができる。 

（会計帳簿等） 

第20条 区長は、助成法人に、助成事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにさせて

おくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を助成事業の完了した日の属する

会計年度の終了後５年間保存させなければならない。 

（委任） 

第21条 この要綱の施行について必要な事項は、高齢福祉部長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年７月１日から施行し、平成31年４月１日以後に助成法人が行う

助成事業に係る助成金について適用する。 

２ 社会福祉法人（社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団を除く。）を補助事業者とする

場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞ

れ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第５条 世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付申請書（第１号様式） 

社福施行規則に規定する補助金交付・貸付

金貸付申請書（第１号様式） 

第６条

第１項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付可否決定通知書（第３号様式） 

社福施行規則に規定する補助金交付・貸付

金貸付可否決定通知書（第３号様式） 



 

第１０

条第１

項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成事

業遂行命令通知書（第７号様式） 

社福施行規則に規定する助成事業遂行命

令通知書（別記第５号様式） 
 

第１０

条第２

項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成事

業停止命令通知書（第８号様式） 

社福施行規則に規定する助成事業停止命

令通知書（別記第６号様式）  

第１１

条第１

項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成事

業実績報告書（第９号様式） 

社福施行規則に規定する補助事業実績報

告書（別記第７号様式） 
 

第１４

条第３

項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付決定取消通知書（第 14 号様式） 

社福施行規則に規定する助成決定取消通

知書（別記第８号様式） 
 

３ 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団を補助事業者とする場合にあっては、次の表の

左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第５条 世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付申請書（第１号様式） 

事業団施行規則に規定する補助金交付申

請書（第１号様式） 

第６条

第１項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付可否決定通知書（第３号様式） 

事業団施行規則に規定する補助金交付決

定通知書（第３号様式）又は補助金交付申

請却下通知書（第５号様式） 

第１１

条第１

項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成事

業実績報告書（第９号様式。 

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団に

対する助成の手続に関する条例第７条各

号に掲げる書類（ 
 

第 14条

第３項 

世田谷区介護人材採用活動経費助成金

交付決定取消通知書（第 14 号様式） 

事業団施行規則に規定する助成決定取消

通知書兼補助金等返還命令書（第７号様

式） 
 

附 則（令和２年３月５日31世高福第1191号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１日2世高福第1440号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１０月２１日3世高福第817号） 

１ この要綱は、令和３年１０月２１日から施行する。 

２ この要綱による施行後に、改正前に作成された様式の用紙で現に残存するものは、令

和3年度に限り使用することができる。 

附 則（令和４年４月１日4世高福第295号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日５世高福第186号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和６年３月７日５世高福第1108号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 
 

  運営する介護サービスの種類 

助成上限額 

上段：全体の上限額 

下段：（グループＡ上限額） 

補助率 

介護保険施設 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

介護医療院 

400,000円 

（300,000 円） 
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老人福祉施設 （都市型）軽費老人ホーム 
250,000円 

（150,000 円） 

指定地域密着型サービス 

（介護予防を含む） 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 

250,000円 

（150,000 円） 

（看護）小規模多機能型居宅介護 
200,000円 

（100,000 円） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

200,000円 

（100,000 円） 

指定居宅サービス 

（介護予防を含む） 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

通所介護 

通所リハビリテーション 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

200,000円 

（100,000 円） 

居宅介護支援 居宅介護支援 
200,000円 

（100,000 円） 

 


